
政 務 活 動 費 の 収 支 報 告 書 等 の 閲 覧 に 関 す る 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、政 務 活 動 費 の 収 支 報 告 書 等 に 係 る 文 書（ 以 下「 文

書 」 と い う 。） の 閲 覧 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 閲 覧 範 囲 及 び 対 象 文 書 ）  

第 ２ 条  何 人 も 文 書 を 閲 覧 で き る も の と す る 。  

２  閲 覧 で き る 文 書 は 、 議 長 が 提 出 を 受 け た 次 の 文 書 の 写 し と す る 。  

 ⑴  収 支 報 告 書  

 ⑵  領 収 書 等 添 付 一 覧 表  

 ⑶  政 務 活 動 費 請 求 書 （ 精 算 書 ）  

 ⑷  領 収 書 及 び 領 収 書 に 準 ず る 書 類 （ 領 収 書 等 整 理 票 ）  

 ⑸  現 金 出 納 簿  

 （ 非 公 開 情 報 の 取 扱 い ）  

第 ３ 条  文 書 が 新 潟 県 柏 崎 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ０ 年 条 例 第 ５ 号 ）

第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 非 公 開 情 報 に 当 た る 場 合 は 、 閲 覧 す る こ と が

で き な い 。 た だ し 、 閲 覧 の 対 象 と す る 文 書 に 非 公 開 情 報 に 該 当 す る

部 分 と 、 そ れ 以 外 の 部 分 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の

部 分 を 容 易 に 、 か つ 、 請 求 の 趣 旨 を 損 な わ な い 程 度 に 分 離 で き る と

き は 、 当 該 非 公 開 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 除 い て 一 部 を 閲 覧 す

る こ と が で き る 。  

 （ 閲 覧 方 法 ）  

第 ４ 条  文 書 の 閲 覧 場 所 は 議 会 事 務 局 と し 、 閲 覧 期 間 、 閲 覧 日 時 及 び

申 請 方 法 に つ い て は 次 の と お り と す る 。  

⑴  閲 覧 期 間  前 年 度 の 文 書 に つ い て 、 ６ 月 １ 日 か ら 文 書 の 保 存 期

間 が 終 了 す る 日 （ 収 支 報 告 書 の 提 出 期 限 の 翌 日 か ら 起

算 し て ５ 年 を 経 過 す る 日 ） ま で と す る 。  

 ⑵  閲 覧 日 時  月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で（ 休 日 等 を 除 く 。）の 午 前 ８ 時

３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で と す る 。  

 ⑶  申 請 方 法  閲 覧 請 求 書 に よ り 議 会 事 務 局 に 申 請 す る こ と と す る 。 

２  閲 覧 で き る 文 書 は 、 市 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ に 公 開 す る も の と す る 。  

公 開 期 間  前 年 度 の 文 書 に つ い て 、 ６ 月 １ 日 か ら 文 書 の 保 存 期 間

が 終 了 す る 日 （ 収 支 報 告 書 の 提 出 期 限 の 翌 日 か ら 起 算 し



て ５ 年 を 経 過 す る 日 ） ま で と す る 。  

 （ 費 用 負 担 ）  

第 ５ 条  文 書 の 閲 覧 に 係 る 手 数 料 は 、 無 料 と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 文 書 の 閲 覧 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ２ 年 度 以 後 の 文 書

か ら 適 用 す る 。  


